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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】バッテリーセルの充電を制御することによって
バッテリーセルのＤＣインピーダンスを測定するための
方法および装置を提供する。
【解決手段】バッテリーのリアルタイムの特性解析のた
めの方法であって、（ａ）バッテリーのＤＣインピーダ
ンスを周期的に測定し、測定されたＤＣインピーダンス
を決定するステップと、（ｂ）前記バッテリーのための
基準ＤＣインピーダンスに対する前記測定されたＤＣイ
ンピーダンスの比率を出し、インピーダンス劣化ファク
ターを設定するステップと、（ｃ）前記バッテリーの使
用中、このバッテリーの一組の計数値に応じて、このバ
ッテリーのための基準インピーダンスを取得するステッ
プと、（ｄ）前記インピーダンス劣化ファクターを前記
基準インピーダンスに適用し、前記バッテリーのための
リアルタイムの実効インピーダンスを取得するステップ
と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリーのリアルタイムの特性解析のための方法であって、
　（ａ）バッテリーのＤＣインピーダンスを周期的に測定し、測定されたＤＣインピーダ
ンスを決定するステップと、
　（ｂ）前記バッテリーのための基準ＤＣインピーダンスに対する前記測定されたＤＣイ
ンピーダンスの比率を出し、インピーダンス劣化ファクターを設定するステップと、
　（ｃ）前記バッテリーの使用中、このバッテリーの一組の計数値に応じて、このバッテ
リーのための基準インピーダンスを取得するステップと、
　（ｄ）前記インピーダンス劣化ファクターを前記基準インピーダンスに適用し、前記バ
ッテリーのためのリアルタイムの実効インピーダンスを取得するステップと、
を備えることを特徴とするバッテリーのリアルタイムの特性解析のための方法。
【請求項２】
　前記測定するステップ（ａ）は、前記バッテリーの充電状態が６％を下回るときに前記
バッテリーの充電サイクルの間に１週間に１回の頻度で実施されることを特徴とする請求
項１に記載のバッテリーのリアルタイムの特性解析のための方法。
【請求項３】
　前記測定ステップ（ａ）は、
　（ａ１）所望の温度にバッテリーの温度を設定するステップと、
　（ａ２）前記バッテリーを所定のＳＯＣに充電するステップと、
　（ａ３）緩和時間の間、０アンペアの充電電流を与えるステップと、
　（ａ４）前記緩和時間の終わりに前記バッテリーのセル電圧を測定し記録するステップ
と、
　（ａ５）最大充電電流で充電を再開するステップと、
　（ａ６）充電を再開した後、維持されるピーク電力またはピーク電流期間の後に、前記
バッテリーのための充電セル電圧を決定するステップと、
　（ａ７）前記緩和時間の満了時および前記維持されるピーク電力期間の満了時からのバ
ッテリー電圧およびバッテリー電流の変化を用いることによって前記バッテリーのための
前記測定されたインピーダンスを設定するステップと、
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記所定のＳＯＣは６０パーセントから７０パーセントの範囲内にあることを特徴とす
る請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記一組の計数値は、ＳＯＣ、温度、およびこれらの組み合わせからなる群から選択さ
れる一または複数の計数値を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記取得するステップ（ｃ）は前記１組の計数値に応じて、使用中のバッテリーのルッ
クアップテーブルを用いることを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　ＶｃｅｌｌをＶｍｉｎから減算し、その後、前記リアルタイム実効インピーダンスで割
ることにより前記バッテリーのための電流放電制限を算出するステップ（ｅ）を更に含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記電流放出制限をＶｍｉｎで乗じることによって電力放出制限を算出するステップ（
ｆ）を更に含むことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　バッテリーのためのバッテリー充電システムであって、前記バッテリーに接続された充
電器と、制御器と、バッテリーデータ取得および監視サブシステムとを備えており、前記
コントローラは、
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　測定されたＤＣインピーダンスを判定するために前記バッテリーのＤＣインピーダンス
を周期的に測定し、
　インピーダンス劣化ファクターを設定するために前記バッテリーのための基準ＤＣイン
ピーダンスに対する前記測定されたＤＣインピーダンスの比率を出し、
　前記バッテリーの使用中、前記バッテリーデータ取得および関しサブシステムによって
取得された前記バッテリーの１組の計数地に応じて、前記バッテリーのための基準インピ
ーダンスを取得し、
　前記バッテリーのためのリアルタイム実効インピーダンスを取得するために前記基準イ
ンピーダンスに前記インピーダンス劣化ファクターを適用することを特徴とするバッテリ
ー充電システム。
【請求項１０】
　コンピュータプログラム製品であって、コンピュータシステムを用いて実行されるとき
にシステムを作動させるためのプログラム命令を保持するコンピュータ可読媒体を備えて
おり、前記実行されたプログラム命令は方法を実行するものであり、この方法は、
　（ａ）前記バッテリーのＤＣインピーダンスを周期的に測定し、測定したＤＣインピー
ダンスを判定するステップと、
　（ｂ）前記バッテリーのための基準ＤＣインピーダンスに対する前記測定されたＤＣイ
ンピーダンスの比率で出し、インピーダンス劣化ファクターを設定するステップと、
　（ｃ）前記バッテリーの使用中、このバッテリーの一組の計数値に応じて、このバッテ
リーのための基準インピーダンスを取得するステップと、
　（ｄ）前記インピーダンス劣化ファクターを前記基準インピーダンスに適用し、前記バ
ッテリーのためのリアルタイムの実効インピーダンスを取得するステップと、
を備えることを特徴とするコンピュータプログラム製品。
【請求項１１】
　前記測定するステップ（ａ）は、前記バッテリーの充電状態が５０％を下回るときに前
記バッテリーの充電サイクルの間に１週間に１回以下の頻度で実施されることを特徴とす
る請求項１０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１２】
　前記測定ステップ（ａ）は、
　（ａ１）所望の温度にバッテリーの温度を設定するステップと、
　（ａ２）前記バッテリーを所定の充電状態に充電するステップと、
　（ａ３）緩和時間の間、０アンペアの充電電流を与えるステップと、
　（ａ４）前記緩和時間の終わりに前記バッテリーのセル電圧を測定し記録するステップ
と、
　（ａ５）最大充電電流で充電を再開するステップと、
　（ａ６）充電を再開した後、維持されるピーク電力またはピーク電流期間の後に、前記
バッテリーのための充電セル電圧を決定するステップと、
　（ａ７）前記緩和時間の満了時および前記維持されるピーク電力期間の満了時からのバ
ッテリー電圧およびバッテリー電流の変化を用いることによって前記バッテリーのための
前記測定されたインピーダンスを設定するステップと、
を含むことを特徴とする請求項１０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１３】
　前記所定の充電状態は６０パーセントから７０パーセントの範囲内にあることを特徴と
する請求項１２に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１４】
　前記一組の計数値は、ＳＯＣ、温度、およびこれらの組み合わせからなる群から選択さ
れる一または複数の計数値を含むことを特徴とする請求項１０に記載のコンピュータプロ
グラム製品。
【請求項１５】
　前記取得するステップ（ｃ）は前記１組の計数値に応じて、使用中のバッテリーのルッ
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クアップテーブルを用いることを特徴とする請求項１４に記載のコンピュータプログラム
製品。
【請求項１６】
　ＶｃｅｌｌをＶｍｉｎから減算し、その後、前記リアルタイム実効インピーダンスで割
ることにより前記バッテリーのための電流放電制限を算出するステップ（ｅ）を更に含む
ことを特徴とする請求項１０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１７】
　前記電流放出制限をＶｍｉｎで乗じることによって電力放出制限を算出するステップ（
ｆ）を更に含むことを特徴とする請求項１６に記載のコンピュータプログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、消費電力の大きい用途に用いられるバッテリーの健康状態の評価に関し、詳
細には、電気自動車およびハイブリッド自動車のバッテリーおよびバッテリーパックの健
康状態の評価に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　バッテリーを使用する自動車のユーザおよびメーカーにとって、バッテリーの健康状態
および性能を監視することは重要である。バッテリーは電力および容量を失っていくもの
であり（この損失の具体的なメカニズムは電池化学に基づき変化する）、使用中に診断を
助け、電力制限アルゴリズムを助けるために電力および容量を知ることが重要である。下
記の記載は、リチウムイオン化学に特に焦点を当てているが、他の化学も以下の記載から
利益を得ることができる。
【０００３】
　バッテリーの健康状態を監視するための現在の技術は、バッテリー容量の測定および評
価を含む。これはバッテリーの重要なパラメータであるが、十分な容量を有するバッテリ
ーでも、特定の条件の下ではユーザがバッテリーから得られる電力を急速に失う場合があ
る。
【０００４】
　有効電力を評価する方法の一つは、カルマンフィルタリングといった従来技術を用いた
バッテリーのＡＣ（交流）インピーダンスの測定に基づくものである。ＡＣインピーダン
スについての知識によって、正確なリアルタイムの直流電力の評価が可能となる。しかし
ながら、リアルタイムのインピーダンスは、ＳＯＣ（充電状態）およびＳＯＨ（健康状態
）の関数であり、この評価において、新しいバッテリーパックに対する相対的な電力の劣
化（低下）は示されない。
【０００５】
　有効電力を評価するための現在の方法は、ルックアップテーブルを用いるものである。
有効電力を推定し評価するために、温度、ＳＯＣ、およびバッテリー年齢についての情報
が用いられる。この推定方法は、動作環境の変化によって長期の間に生じるバッテリー化
学における劣化の様々な程度を説明できない。例えば、高温の環境において電気自動車を
運転するユーザは、高温での使用のためバッテリーの寿命が短くなることを経験し得る。
【０００６】
　バッテリーの劣化を推定する従来技術とは対照的に、バッテリー劣化を測定する装置お
よび方法が必要である。
【発明の概要】
【０００７】
　バッテリーセルの充電を制御することによってバッテリーセルのＤＣインピーダンスを
測定するための方法および装置を開示する。この方法は、バッテリーのリアルタイムの特
性解析のための方法であって、（ａ）バッテリーのＤＣインピーダンスを周期的に測定し
、測定されたＤＣインピーダンスを決定するステップと、（ｂ）前記バッテリーのための
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基準ＤＣインピーダンスに対する前記測定されたＤＣインピーダンスの比率を出し、イン
ピーダンス劣化ファクターを設定するステップと、（ｃ）前記バッテリーの使用中、この
バッテリーの一組の計数値に応じて、このバッテリーのための基準インピーダンスを取得
するステップと、（ｄ）前記インピーダンス劣化ファクターを前記基準インピーダンスに
適用し、前記バッテリーのためのリアルタイムの実効インピーダンスを取得するステップ
と、（ｅ）ＤＣインピーダンスを測定するときにユーザが充電時間の遅れに気付かないよ
うにバッテリーの温度を上げるように管理するステップと、を備えることを特徴とする方
法である。
【０００８】
　本装置は、バッテリーのためのバッテリー充電システムであって、前記バッテリーに接
続された充電器と、制御器と、バッテリーデータ取得および監視サブシステムとを備えて
おり、前記コントローラは、測定されたＤＣインピーダンスを判定するために前記バッテ
リーのＤＣインピーダンスを周期的に測定し、インピーダンス劣化ファクターを設定する
ために前記バッテリーのための基準ＤＣインピーダンスに対する前記測定されたＤＣイン
ピーダンスの比率を出し、前記バッテリーの使用中、前記バッテリーデータ取得および関
しサブシステムによって取得された前記バッテリーの１組の計数地に応じて、前記バッテ
リーのための基準インピーダンスを取得し、前記バッテリーのためのリアルタイム実効イ
ンピーダンスを取得するために前記基準インピーダンスに前記インピーダンス劣化ファク
ターを適用することを特徴とするバッテリー充電システムを含む。このシステムの様々な
機能および構成を本明細書に記載されたものと異なる要素に分割し、または統合すること
ができる。
【０００９】
　本発明の実施形態は、バッテリー劣化を直接測定するための装置および方法を提供する
。利用可能な電力容量および電流容量を知ることで電気自動車といった装置のオペレータ
を助け、装置の危険な使用を回避することができる。製造および保守に関して、バッテリ
ー容量と相まって正確なインピーダンス測定は、バッテリー容量のみと比較した場合によ
りバッテリーのＳＯＨの信頼性のある表示を提供する。
【００１０】
　利用可能な電力を知ることはバッテリーの使用における他の側面においても重要である
。電気自動車において、利用可能な電力に直接関係する利用可能な持続するピーク電力に
関する規格書（ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ）がある。電気自動車における用途において
、本発明の実施形態が無い場合、ユーザは増大したリスクを負いながら操作をしなくては
ならない場合があり、（例えば他の車両を追い抜く）、また、持続する電力ピークの継続
時間が期待される期間継続しない場合もある。ユーザは電力が急に無くなるといった経験
をし、置かれた状況およびユーザの反応の仕方に依って様々に異なる結果となり得る。本
発明の実施形態は、特定時間持続することができる電力レベルに運転を予め制限するフィ
ードフォーワード制御パスとして用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】代表的な充電システムを示す図である。
【図２】図１に示される充電システムのための制御図である。
【図３】図１に示された充電システムのための第２の制御図であり、図４に記載の処理の
間のノイズ、温度変化、不正確な測定を減少させるためのものである。
【図４】図１に示される充電システムのための工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の実施形態は、特にリチウムイオン電池のためのものであり、バッテリー劣化を
推定する従来技術とは対照的にバッテリー劣化を測定するためのシステムおよび方法を提
供するものである。以下の詳細な説明は、当業者が本発明を実施することができるように
記載されており、出願の要件を満たすものである。本明細書に記載された好適な実施形態
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、原理、特徴の様々な変更は当業者にとって直ちに自明となる。よって、本発明は、本明
細書において示された実施形態に限定されず、本明細書に記載された原理および特徴の最
も広い範囲が与えられる。
【００１３】
　図１は、電気自動車などに用いることができる充電システム１００の好適な実施形態で
ある。システム１００は、バッテリー１０５と、バッテリー１０５に接続された充電器１
１０と、バッテリー管理システム１１５と、バッテリーデータの取得・監視サブシステム
１２０とを含む。コミュニケーションバス１２５はサブシステム１２０をバッテリー管理
システム１１５に接続し、コミュニケーションバス１３０はバッテリー管理システム１１
５を充電器１１０に接続している。コミュニケーションバス１３５は、バッテリー１０５
からサブシステム１２０にバッテリーデータを結合する。
【００１４】
　バッテリー１０５は、直列接続された一群のバッテリーセルとして示されており、しか
しながら、セルの構成は、異なる構成からなる並列／直列接続されたセルの組合せであっ
てもよい。好適な実施形態の充電器１１０は、バッテリー１０５に印加される充電電流を
提供する。バッテリー管理システム１１５は、本発明の実施形態によって定めされる特徴
に従って充電電流を制御する。サブシステム１２０は、バッテリー１０５に関して本明細
書に記載される所望のデータを取得する。
【００１５】
　図２は、図１に示された充電システムの制御図２００である。制御図２００はリチウム
イオン電池を充電するのに用いることができる典型的な制御システムを記載している。タ
ーゲット電圧２０５および最大セル電圧２１０は、充電電流２２０を生成するために制御
装置２１５によって減じられて用いられる。従来技術において、電流２２０は一定である
か、あるいはバッテリー１０５の内部抵抗の低下を補償する。上記のように、本発明の好
適な実施形態には実際のＤＣインピーダンスの測定システムが記載される。概して、リア
ルタイムのＤＣインピーダンスの測定によって、利用可能な電流／利用可能な電力の計算
が可能となり、これは、バッテリーのＳＯＨ（健康状態）の表示や、フィードフォワード
・パラメータ（持続するピーク電力の電流レベルを表示／制御するために用いることがで
きる）を提供することを含む様々な方法に用いることができる。
【００１６】
　リチウムイオンバッテリーは家庭用電化製品において一般的に用いられる。リチウムイ
オンバッテリーは、電力／重量比が最適であり、記憶効果がなく、不使用時の電力の損失
が遅いという特徴を備え、携帯用電子機器のために最もポピュラーなものの一つである。
家庭用電化製品での使用に加えて、リチウムイオンバッテリーは、その高電力および電力
密度によって、軍事用、自動車用、航空宇宙用の用途において人気が高まっている。しか
し、特定の状況での取扱いによって、リチウムイオンバッテリーが危険な状態になること
がある。
【００１７】
　リチウムイオン化学の利用における利点の一つは、この技術を用いて製造されたバッテ
リーが再充電可能であることである。従来の充電は二段階の充電アルゴリズムを用いてな
され、それは（ｉ）定電流（ＣＣ）と（ｉｉ）定電圧（ＣＶ）である。電気自動車におい
ては第一段階は定電力（ＣＰ）であり得る。
【００１８】
　ステップ１：セル１個あたりの電圧制限に達するまで、充電電流制限を課す。
【００１９】
　ステップ２：電流が所定のレベル（Ｃ／２０であることが多いがＣ／５もしくはＣ／１
０または他の値となることもある）を下回るまで、セル１個あたりの最大電圧制限を課す
。
【００２０】
　充電時間は、用途によって大体１～５時間である。一般的に携帯電話のバッテリーは１
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Ｃで充電することができ、ラップトップパソコンでは０．８Ｃである。一般的に、電流が
Ｃ／１０を下回ると充電が止まる。急速充電器によってはステップ２が開始される前に停
止し、バッテリーが約７０％の充電度で準備完了であるとする。（本明細書において用い
られる「Ｃ」は、一時間にバッテリーを放電する定格電流である。）。
【００２１】
　一般に家庭用電化製品のために、リチウムイオンは各セルあたり約４．２±０．０５Ｖ
で充電される。自動車産業、重工業、および軍事用途においては、バッテリー寿命を延ば
すためにより低い電圧を用いてもよい。多くの保護回路は、４．３Ｖ以上もしくは９０°
Ｃに達すると切断される。
【００２２】
　リチウムイオン型バッテリーを充電するためのバッテリー充電器は当該技術分野におい
て公知である。当該技術分野において知られているように、係るリチウムイオンバッテリ
ーは定電流（ＣＣ）および定電圧（ＣＶ）の充電を必要とする。詳細には、まず最初にリ
チウムイオンバッテリーが定電流で充電される。定電流モードにおいて、一般的に充電電
圧は、安全面からリチウムイオン電池メーカーによって推奨される最大レベルに設定され
る（一般的に各セルあたり４．２Ｖ）。充電電流は、電池性能、充電時間、ニーズおよび
コストに基づく設計レベルのファクターである。一端、バッテリー電圧が十分上昇すると
、充電電流は最初の充電電流レベルよりも落ちる。特に、バッテリー電圧Ｖｂが充電電圧
Ｖｃに接近するとき、充電電流は式：Ｉ＝（Ｖｃ－Ｖｂ）／Ｒｓに従って減少し、ここで
、Ｉ＝充電電流、Ｖｃ＝充電電圧、Ｖｂ＝バッテリーセル開路電圧、Ｒｓ＝バッテリーセ
ルの接触抵抗および内部抵抗を含む充電回路の抵抗である。よって、充電サイクルの最後
の部分（一般的に最後の約１／３）の間、バッテリーセルは、減少した充電電流で充電さ
れ、このことはバッテリーセルを完全に充電するのにより多くの時間がかかることを意味
する。
【００２３】
　閉回路電圧は、バッテリーセルの電圧に、バッテリー回路の抵抗（例えばバッテリー端
子や、バッテリーセルの内部抵抗など）による回路内の電圧降下を加えたものを示す。開
回路電圧から閉回路電圧を引くことによって、バッテリー抵抗回路素子全体の電圧降下を
判定することができる。
【００２４】
　図３は、図４に記載の処理の間、ノイズ、温度変化、および測定の誤りを抑制するため
の図１に示される充電システムのための第２の制御図である。この制御は、ノイズによる
変化、温度変化、および測定の誤りの減少を助けるためにローパスフィルタを採用する。
【００２５】
　図４は、図１に示された充電システム１００によって実行される処理４００の流れ図で
ある。処理４００は利用可能な電力または電流を計算するものである。図示された計算は
、マルチセル・バッテリーパックの個々のセルのために記載されたものである。パック電
力またはパック電流のためには全てのセルの値が合計される。処理４００は、バッテリー
が充電されているときであってこのバッテリーが約６０％の充電状態であるときに、１～
４週間毎に実行される。以下の説明において、「バッテリー」という用語は記載を簡略化
するために用いられる。好適な実施形態において、バッテリーは、マルチセルのバッテリ
ーパックであり、「バッテリー」という用語が用いられるときには、その文脈において異
なる意味が示唆される場合を除き、セルと置き換えることができ、バッテリーパックの各
セルに当てはめることができる。
【００２６】
　処理４００は、バッテリー温度を設定するステップ４０５から始まる。このステップは
、バッテリーを暖め、バッテリー（セル）を所望の温度に維持し、好適な実施形態におい
てこの温度は約３５℃である。これは、複数の異なる方法（例えば、先行する運転サイク
ルに用いられたクーラントの流れ）によって管理することができる。空気および／もしく
は液体または他の冷却機構が、処理４００を実行する前にセルの温度を所望のレベルにす
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るために用いられる。
【００２７】
　ステップ４０５の後、処理４００は、バッテリーの平均充電状態が固定された所定の割
合の充電状態（一般的に約６０％の充電状態）に達するまで所望の方法でバッテリーを充
電する。選択される特定の値は用途および他の設計事項に基づく。このステップのために
所望の充電状態を選択した場合に犠牲にするものがある。充電状態が４０％～１００％の
間では、バッテリーのＤＣインピーダンスはフラットになる傾向がある。更に、コバルト
・セルにおいて、ＯＣＶ／ＳＯＣの曲線は５５％以下のＳＯＣでフラットになる。様々な
用途および使用形態がこれらの値のいくつかを決める助けとなる。例えば、使用形態によ
っては、充電の前にユーザに他の用途よりも多くバッテリーを放電させる。一般的なユー
ザの放電パターンに閾値をおくことが望ましい。用途によっては、ＳＯＣ（充電状態）が
正確であってインピーダンスがフラットであるとき、ＳＯＣの値は６０％以上に選択され
、ユーザは一般的に車両をこの充電状態に操作する。より長距離用のバッテリーでは、ユ
ーザによっては７０％の充電状態になるまで車両を運転し、この場合は選択された値が７
０％であることがより好ましい。選択した充電状態が高すぎる場合には不利益がある。例
えば、バッテリーが電圧降下を始め得る。
【００２８】
　ステップ４１０は緩和時間中、充電システム１００に充電器からバッテリーまでゼロア
ンペアにさせる。好適な実施の緩和時間は約５分程度である。この緩和時間はバッテリー
が復極するのを可能にする。特にバッテリーが古くなるかまたは所望の温度から変化する
とき、あるいはより高い充電電流が用いられるとき、実際の期間は５分から変化し得る。
【００２９】
　ステップ４１０の緩和時間の終結の後、処理４００は、緩和されたパラメータを記憶す
るステップ４１５を実行する。好適な実施形態において、緩和されたバッテリー電圧が測
定され記憶される。
【００３０】
　次に、ステップ４１５の後、処理４００はステップ４２０を実行し、最大電流での充電
を再開する。好適な実施形態において、充電電流は望ましくは少なくとも約Ｃ／３である
。このレベルは、ＤＣインピーダンス測定の正確性を向上させ、セル電圧／電流測定誤差
を減少させる。
【００３１】
　ステップ４２０に続き、処理４００は、セル電圧を標本化するステップ４２５を実行す
る。好ましくは、ステップ４２５は、持続するピーク電力期間が経過したのちに実行され
る。従来の多くの電気自動車において、持続するピーク電力期間は約１０秒程度必要であ
る。用途によっては、持続するピーク電力は１８秒であり得る。この値は、バッテリーの
用途によって決定される。ステップ４２５に続き、ステップ４３０は各セルのためのイン
ピーダンスを算出する。インピーダンスＲは電流（ΔＶ／ΔＩ）の変化で割られる電圧の
変化である。
【００３２】
　好適な実施形態は、各セルのインピーダンスを測定するために、図３に示されるローパ
スフィルタを用いる。様々なファクターに依っては他の実施形態のローパスフィルタも好
ましくなり得る。
【００３３】
　一旦各セルのための測定されたインピーダンスが算出されると、処理４００は、ＳＯＨ
（健康状態）インピーダンス劣化ファクターを決定するためにステップ４３５を実行する
。このファクターは、新しく製造されたバッテリーのインピーダンスを表す「基準」イン
ピーダンスに対するステップ４３０から測定されたインピーダンスの比率である。この比
率は１．０未満の値である。
【００３４】
　動作中（例えばバッテリーを用いる電気自動車を運転する間）、処理４４０（ステップ
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４４０にて）は、バッテリーのための基準インピーダンスを決定する。好ましくは、ステ
ップ４４０は充電状態およびバッテリー温度に対応するルックアップテーブルを用いて基
準インピーダンスを設定する。次の処理４００は、実際のＤＣインピーダンスを計算する
ステップ４４５を実行する。実際のＤＣインピーダンスは、ステップ４３５からのＳＯＨ
ファクターに基準インピーダンスを乗じたものと等しい。このリアルタイムＤＣインピー
ダンス値は、異なる目的に用いることができる。好適な実施形態の処理４００のステップ
４５０においてバッテリーの利用可能な電力／電流を算出する。（電力のために、この算
出では、全てのセル電力制限がバッテリーパックのために利用可能な全電力を得るために
合計されるように、個々のセルの値が示される。）以下に、ＤｃｈＩＬｉｍｔは放電電流
制限（Ｄｉｓｃｈａｒｇｅ　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｌｉｍｉｔ）であって、Ｖｍｉｎは特定の
用途のためにメーカーによって決定された値であって、Ｖｃｅｌｌはバッテリーの実際の
電圧レベルであって、Ｒはステップ４４５からのリアルタイムＤＣインピーダンス値であ
る。Ｖｍｉｎは一般家庭用バッテリーのための約３ボルトであり、電気自動車のためには
約十分の二～七である。Ｖｍａｘはメーカーが定めた最大セル電圧である。Ｖｍｉｎおよ
びＶｍａｘは一般的に一定であるが、温度によって変化し得る。本発明の実施形態は必要
もしくは所望の場合にこれらの電圧のために動的な値を用いることができる。
【００３５】
【数１】

【数２】

【数３】

【数４】

【００３６】
　上記のシステムは埋め込み型自動車（ＥＶ）充電システムの好適な実施形態に記載され
ている。本願に記載されたシステム、方法、およびコンピュータプログラム製品は、当然
ハードウェアにて実施することができる（例えば、中央処理装置（ＣＰＵ）、マイクロプ
ロセッサ、マイクロコントローラ、デジタルシグナルプロセッサ、システムオンチップ（
「ＳＯＣ」）または他のプログラマブルデバイス内あるいはこれと結合して）。加えて、
システム、方法およびコンピュータプログラム製品は、例えば、ソフトウェアを保存する
ように構成された、コンピュータで使用することができる（例えばコンピュータ可読の）
媒体において配置されるソフトウェア（例えば、任意の形態（ソース言語、対象言語、機
械語など）になされたコンピュータ可読コード、プログラムコード、命令および／または
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データ）において実施することができる。係るソフトウェアは、本明細書に記載された装
置および工程のファンクション、ファブリケーション、モデリング、シミュレーション、
デスクリプションおよび／またはテストを可能にする。例えば、これは、汎用プログラミ
ング言語（例えばＣ、Ｃ＋＋）、ＧＤＳＩＩデータベース、Ｖｅｒｉｌｏｇ　ＨＤＬ、Ｖ
ＨＤＬ、ＡＨＤＬ（Ａｌｔｅｒａ　ＨＤＬ）等を含むハードウェア記述言語（ＨＤＬ）、
または他の利用可能なプログラム、データベース、ナノプロセス、および／または回路（
すなわち系統図）キャプチャツールの使用を通して達成することができる。係るソフトウ
ェアは、半導体（フラッシュまたはＥＥＰＲＯＭ、ＲＯＭ）、磁気ディスク、光学ディス
ク（例えばＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭなど）、ならびに、コンピュータで使用するこ
とができる（例えばコンピュータ可読の）媒体（例えば、搬送波、または他のディジタル
、光学、もしくはアナログ媒体を含む媒体）において実施されるコンピュータデータ信号
を含む公知の任意のコンピュータで使用することができる媒体になされる。このように、
ソフトウェアはインターネットおよびイントラネットを含む通信網を通じて送信すること
ができる。ソフトウェアに具体化されたシステム、方法、コンピュータプログラム製品、
および伝達信号が半導体知的財産コア（例えばＨＤＬに具体化されている）に含まれるこ
とができ、集積回路の製造においてハードウェアに変形させることができる。更に、本明
細書において記載されたシステム、方法、コンピュータプログラム製品、および伝達信号
はハードウェアおよびソフトウェアの組合せとして具体化することができる。
【００３７】
　本発明の好適な実施形態の一つは、コンピュータ操作中、公知のコンピュータシステム
のメモリにあるプログラミングステップもしくは命令で構成されているオペレーティング
システムのルーチンとしてである。コンピュータシステムによって要求されるまで、プロ
グラム命令は、別の可読媒体（例えばディスクドライブ）に記憶させ、あるいは、着脱式
メモリ（例えば、ＣＤ　ＲＯＭコンピュータ入力で用いられる光学ディスク、または充電
器において用いられる埋め込まれたメモリ内にプログラミングステップを移すのに用いら
れる携帯用メモリシステム）に記憶させることができる。更に、プロブラム命令は本発明
のシステムにおいて用いられる前に別のコンピュータのメモリに記憶することができ、本
発明のユーザによって要求されるとき、インターネット等のＬＡＮまたはＷＡＮ上に送信
される。本発明を制御する工程が様々な形態のコンピュータ可読媒体の形態で配信するこ
とができることは当業者に理解されよう。
【００３８】
　任意の適切なプログラミング言語が本発明のルーチンを実行するのに用いることができ
、これにはＣ＋＋、Ｊａｖａ（登録商標）、アセンブリ言語などが含まれる。異なるプロ
グラミング技法（手続きプログラミングやオブジェクト指向プログラミングなど）を用い
ることができる。ルーチンは一の演算装置またはマルチプロセッサにおいて実行すること
ができる。これらのステップ、動作または計算は特定の順序で行なわれるが、この順序は
異なる実施形態では変更することができる。実施形態によっては、本明細書で順次示され
た複数のステップが同時に実行することもできる。本明細書に記載の一連の動作は、オペ
レーティングシステム、カーネルなどの別の処理によって中断され、保留され、あるいは
制御されることができる。ルーチンはオペレーティングシステム環境において動作するこ
とができ、あるいは、システム処理を全てもしくは相当な部分を占める独立型ルーチンと
して動作することができる。
【００３９】
　本明細書の記載において、本発明の実施形態を完全に理解するために、構成要素および
／または方法の例などの多くの具体的な詳細が記載されている。しかしながら、当業者は
本発明の実施形態を具体的な詳細がなくても実施することができ、他の装置、システム、
アセンブリ、方法、構成要素、材料、部品等を用いて実施することができることは当業者
にとって理解されよう。他の例において、本発明の実施形態を不明瞭になるのを防ぐため
、公知の構造体、材料、動作は詳細に記載されていない。
【００４０】
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　本発明の実施形態において「コンピュータ可読媒体」は、命令実行システム、装置、シ
ステムまたは機器によってまたはそれと接続して使用されるプログラムを、含み、記憶し
、通信し、伝達しまたは転送することができる任意の手段であってもよい。コンピュータ
可読媒体は、電子、磁気、光、電磁、赤外線、もしくは半導体システム、装置、機器、伝
達媒体、またはコンピュータメモリであってよい（しかしこれらに限定されない）。
【００４１】
　「プロセッサ」または「処理」は、データ、信号もしくは他の情報を処理する、人間、
ハードウェアおよび／もしくはソフトウェアシステム、機構、または部品を含む。プロセ
ッサは、汎用中央演算処理装置（ＣＰＵ）、マルチプル処理装置、機能を達成するための
専用回路を備えるシステム、または他のシステムを含む。「処理」は、一の地理的ロケー
ションに限定されず、また、時間的な限定もない。例えば、プロセッサは「リアルタイム
」、「オフライン」、「バッチモード」等においてその機能を実行することができる。処
理の一部は、異なる（もしくは同じ）処理システムによって異なる時間、異なる場所で実
行することができる。
【００４２】
　本明細書において「一実施形態」または「特定の実施形態」という記載はその実施形態
に関して記載された特定の特徴、構成、または特性が本発明の実施形態の少なくとも一つ
に含まれ、全ての実施形態に含まれる必要は無いことを意味する。従って、本明細書にお
いて「一実施形態において」または「特定の実施形態において」という記載は、必ずしも
同じ実施形態を示すものではない。更に、本発明の特定の実施形態の特定の特徴、構造、
または特性は一または複数の他の実施形態と適切な態様で組み合わせることができる。本
願に記載された本発明の実施形態の他のバリエーションおよび変更も本願の教示に鑑み可
能であり、本発明の精神および範囲の一部であると理解されよう。
【００４３】
　本発明の実施形態は、プログラムされた多目的デジタルコンピュータを用いて、また、
特定用途向け集積回路、プログラマブルロジックデバイス、フィールドプログラマブルゲ
ートアレイ、光学、化学、生物学的、量子学的もしくはナノ加工システム、部品および機
構を用いることによって、実施することができる。一般的に、本発明の機能は公知の任意
の手段を用いて達成することができる。分散型システムまたはネットワーク型システム、
部品および回路を用いることができる。データの通信または転送は有線であっても無線で
あってもよく、あるいは他の手段であってもよい。
【００４４】
　図面に記載された一または複数の要素は、用途によって有益なように、更に分離され、
あるいは更に一体化された態様で実施することもでき、除外することもでき、場合によっ
ては動作不能なようになされてもよい。コンピュータが上記記載の方法を実施することが
できるように機械で読み取ることができる媒体に記憶することができるプログラムまたは
コードを実行することも本発明の精神および範囲内である。
【００４５】
　加えて、図面の矢印は例示目的であって、特に明記されない限り、これらに限定されな
い。更に、「もしくは」「または」という記載は特に明記されない限り、「および／また
は」の意味である。部品（コンポーネント）またはステップの組合せも記載されているも
のとして考慮される。
【００４６】
　本願明細書等に記載の単数で記載されている名詞は特に明記されない限り複数も含む。
【００４７】
　本発明の実施形態の記載は、本発明を当該記載に厳密に限定するものではない。本発明
の特定の実施形態は例示目的で本明細書に記載されており、均等となる様々な変更も本発
明の精神および範囲内で可能であることは当業者に理解されよう。本発明の上記実施形態
の記載に鑑み、これらの変更は本発明に施すことができ、本発明の精神および範囲内に含
まれる。
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【００４８】
　従って、本明細書において本発明が特定の実施形態に関する記載されたが、様々な変更
および代用も本発明の目的とするところであり、本発明の実施形態は本発明の精神および
範囲から逸脱せずに他の特徴を用いることなく一部の特徴を用いることもできる。従って
、多くの変更が特定の状況および材料を本発明の本質的な範囲および精神に適応させるた
めになすことができる。本発明は、添付の特許請求の範囲、ならびに、本発明を実施する
ために予想させる最良の形態として開示された特定の実施形態に限定されるものではなく
、添付の特許請求の範囲に該当する全ての実施形態および均等物を含むものである。従っ
て、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によってのみ定められる。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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